
23年度12月 支部執行委員会 本部情勢報告ポイント 

（分会員配布用） 

1．組織拡大・強化    分会 1 人の加入を！ 

〇新採用者・若年層教職員等へのとりくみ 

   ・2023 青年部企画情報交換会（青年Café）・昼食交流会  指示第52 号 

     第 7 回 11月25日(土)  第 08 回 12月27日(水)  

第 9 回 01月27日(土)  第 10 回02月23日(金・祝) 

対象者：若年層・新採用者・他だれでも 

    内 容：ざっくばらんなお話会（組合の存在、高校会館の場所を知るきっかけに） 

2．支分代③・旗開きの開催について  指示第 56 号 

   日時：1 月13 日(土) １３：００～１５：３０（拡大支部・分会代表者会議） 

   場所：アートホテル新潟 ※拡大支分代のみzoom 参加あり 

   内容：定期県委員会議案説明 他 

   要請：①支部代表２人 ②分会代表２人 ③各専門部２役（代理可） 

④本部「同和」教育推進委員会・学校図書館法対策推進委員会のそれぞれ２役（代理可） 

3．12.2 全県レク結果  1.13 拡大支部・分会代表者会議、旗開き時に表彰 

   団体戦順位（３～4 人チーム平均） 

    1 位 新発田 260  2 位 高田北城 247  3 位 柏崎翔洋 245.3 

   個人戦順位 

    1 位 小島 大介さん（302・新  津）  1 位 佐久間 純子さん（269・新 発 田） 

2 位 西村 論 さん（297・高田北城）  2 位 長谷川のぞみさん（246・明  鏡） 

    3 位 渡邉 和幸さん（283・三  条）  3 位 高津  雅子さん（229・長岡選抜） 
4．人事異動とりくみ  方針等は昨年とほぼ変更はなし    

   ○定年延長後も現行対応に変更はない（※残３年の扱いは定年年齢に対してとなることに注意） 

   ○ヒアリングは「職員から言われたことをそのまま伝える」ように話をしている 

   ○地域、群提示については早い方では年内に行う場合もある。（遅い方だと２月下旬） 

   ※ヒアリングの記録と確認を確実に行いましょう。不審に感じた場合は本部・分会まで相談を！！ 

5．教育委員会ハラスメント調査  確実に回答を！！ 

   22 年度秋確定闘争で実施を確認 知事部局については23 年 3 月に実施 

   今期確定交渉で教育庁での実施を追及 

   調査期間：12/1～12/28 

6．勤勉手当支給率   特に 23 年度末退職者については上位の確認をお願いいたします。 

   上位：1.005 標準：0.975 

7．10.26 新高教統一要求書交渉確認事項 

１）教育課程編成 標準授業時数 上限方針記載の7 限廃止 

◯授業時数については 1 単位あたり 50 分35 週 

  ◯準授業時数に対して1 日足りない、何時間足りないということを持って必ず 1 日増やしなさ

いという指導はこれまでもしていない。 

  ◯主体的な学びや探究的な学びを進める観点から、原則として 1 日の授業は 6 限までとし、放

課後の時間を確保する。 

◯職員がつくことを前提とした勤務時間外の補習（朝の補習、0 限等）はあってはならない。

そのための、早出遅出の利用は制度の主旨と異なる。 

  ◯23 年度 7 限実施校は 9 校（国や県の施策を受けたところ。国等の事業であっても必ず学校

と県教委との協議の上で判断している） 

  ２）入試業務 

◯入試業務が勤務時間内に行うよう校長を指導していく。 

勤務時間外の勤務があってはならない。 

8．ホームページの利用 ユーザー名、パスワードは(shinkoukyou14) 

○新高教ホームページ (http://www.shinkoukyou.net/)  新潟高教組で検索 

○各種指示文書ダウンロード可 

 

欠員・時間外勤務・ハラスメント相談等続出 
「おかしい」と感じたら、本部・支部役員・分会役員まで連絡を！ 
              本部：025-265-4151 shinkoukyou@beach.ocn.ne.jp 


